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(57)【要約】
【課題】穿刺針の挿脱による鉗子チャンネル出口付近の
破損がなく、該鉗子チャンネル出口から穿刺針を所望の
角度で突出させることができる超音波内視鏡の挿入部先
端構造を提供する。
【解決手段】挿入部先端に、観察部位の超音波断層像を
得る超音波走査部ブロックと、該超音波走査部ブロック
の後方に位置して観察部位の光学像を得る光学観察部ブ
ロックを有し、該光学観察ブロックに、挿入部を通る鉗
子チャンネルのチャンネル出口開口を設けた超音波内視
鏡において、鉗子チャンネルの先端部に、該鉗子チャン
ネルに接続される筒状連結体とこの筒状連結体に連なる
曲折ガイド通路とチャンネル出口開口とを有する金属ブ
ロックを接続し、この金属ブロックを光学観察ブロック
に埋込固定した。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
挿入部先端に、観察部位の超音波断層像を得る超音波走査部ブロックと、該超音波走査部
ブロックの後方に位置して観察部位の光学像を得る光学観察部ブロックを有し、該光学観
察部ブロックに、挿入部を通る鉗子チャンネルのチャンネル出口開口を設けた超音波内視
鏡において、
　前記鉗子チャンネルの先端部に、該鉗子チャンネルに接続される筒状連結体とこの筒状
連結体に連なる曲折ガイド通路と前記チャンネル出口開口とを有する金属ブロックを接続
し、この金属ブロックを前記光学観察部ブロックに埋込固定したことを特徴とする超音波
内視鏡の挿入部先端構造。
【請求項２】
請求項１記載の超音波内視鏡の挿入部先端構造において、前記光学観察部ブロックには、
該光学観察部ブロックの軸線から傾斜させた傾斜面に観察窓が配置され、この傾斜面の後
方に、前記金属ブロックを埋込固定するための径方向開放凹部が形成されている超音波内
視鏡の挿入部先端構造。
【請求項３】
請求項１または２記載の超音波内視鏡の挿入部先端構造において、前記金属ブロックは、
前記径方向開放凹部との嵌合により前記光学観察部ブロックに対して回動不能に保持され
る本体部を有する超音波内視鏡の挿入部先端構造。
【請求項４】
請求項３記載の超音波内視鏡の挿入部先端構造において、前記金属ブロックの本体部は、
前記光学観察部ブロックに埋込固定したときに、該光学観察部ブロックの傾斜面と面一に
なる傾斜面を有している超音波内視鏡の挿入部先端構造。
【請求項５】
請求項３または４記載の超音波内視鏡の挿入部先端構造において、前記金属ブロックの本
体部は、前記チャンネル出口開口より後方に、該本体部から外方に突出させた少なくとも
一つの係合突部を有し、光学観察部ブロックにはこの係合突部が係合する係合凹部が形成
されている超音波内視鏡の挿入部先端構造。
【請求項６】
請求項５記載の超音波内視鏡の挿入部先端構造において、前記金属ブロックの本体部は、
上記係合突部を含む後方部分が被覆ゴムによって覆われて露見しない超音波内視鏡の挿入
部先端構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、挿入部先端に穿刺針などの処置具を突出させる鉗子チャンネル出口を備えた
超音波内視鏡の挿入部先端構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波内視鏡は、一般に、患者の体内に挿入される可撓性のある挿入部と、この挿入部
の基部に設けた操作部とを備え、挿入部先端に設けた超音波プローブによる超音波断層像
を外部の超音波診断装置で観察できるように構成されている。
【０００３】
　このような超音波内視鏡には、操作部と挿入部の内部に鉗子チャンネルを形成し、操作
部側のチャンネル入口に挿入した処置具を挿入部先端側のチャンネル出口から突出させて
観察部位の処置を可能にしたものがある。挿入部先端において、チャンネル出口は超音波
プローブの後方に設けられた観察窓や照明窓を有する光学観察部ブロックに開口しており
、このチャンネル出口に連通するように鉗子チャンネルの出口側端部は折り曲げられてい
る。従来では、処置具として高周波スネアを用いる場合の安全性や製造コスト等の観点か
ら、鉗子チャンネルを有する挿入部は樹脂材料により形成されていた。鉗子チャンネルを
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有する挿入部を備えた超音波内視鏡は、例えば特許文献１に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特願平６－２６８５１２公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記超音波内視鏡では、処置具として穿刺針を用いる場合がある。このとき、操作部側
のチャンネル入口に挿入した穿刺針を挿入部側のチャンネル出口から突出させようとする
と、曲折しているチャンネル出口側端部に穿刺針の先端が引っ掛かりやすく、穿刺針がチ
ャンネル出口側端部に繰り返し突き刺さることで該チャンネル出口側端部が削れてしまう
ことが問題となっている。鉗子チャンネルの出口側端部が削れると、チャンネル出口から
突出させた穿刺針が所望の角度で起立せず、操作者の手技に影響してしまう。
【０００６】
　本発明は、以上の問題意識に基づき、穿刺針の挿脱による鉗子チャンネル出口付近の破
損がなく、該鉗子チャンネル出口から穿刺針を所望の角度で突出させることのできる超音
波内視鏡の挿入部先端構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、鉗子チャンネルの出口部を金属部品で構成すれば、穿刺針を挿脱するときに
穿刺針の先端が該金属部品に突き刺さっても削られることがなく、穿刺針の鉗子チャンネ
ル出口からの立ち上がり角度を一定に保持できることに着眼して完成されたものである。
【０００８】
　すなわち、本発明は、挿入部先端に、観察部位の超音波断層像を得る超音波走査部ブロ
ックと、該超音波走査部ブロックの後方に位置して観察部位の光学像を得る光学観察部ブ
ロックを有し、該光学観察部ブロックに、挿入部を通る鉗子チャンネルのチャンネル出口
開口を設けた超音波内視鏡において、鉗子チャンネルの先端部に、該鉗子チャンネルに接
続される筒状連結体とこの筒状連結体に連なる曲折ガイド通路とチャンネル出口開口とを
有する金属ブロックを接続し、この金属ブロックを光学観察部ブロックに埋込固定したこ
とを特徴としている。
【０００９】
　光学観察部ブロックには、該光学観察部ブロックの軸線から傾斜させた傾斜面に観察窓
が配置され、この傾斜面の後方に、金属ブロックを埋込固定するための径方向開放凹部が
形成されていることが好ましい。
【００１０】
　金属ブロックは、径方向開放凹部との嵌合により光学観察部ブロックに対して回動不能
に保持される本体部を有することが好ましい。
【００１１】
　金属ブロックの本体部は、光学観察部ブロックに埋込固定したときに、該光学観察部ブ
ロックの傾斜面と面一になる傾斜面を有していることが好ましい。
【００１２】
　また、金属ブロックの本体部は、チャンネル出口開口より後方に、該本体部から外方に
突出させた少なくとも一つの係合突部を有し、光学観察部ブロックにはこの係合突部が係
合する係合凹部が形成されていることが好ましい。
【００１３】
　さらに、金属ブロックの本体部は、係合突部を含む後方部分が被覆ゴムによって覆われ
て露見しないことが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
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　本発明によれば、穿刺針の挿脱による鉗子チャンネル出口付近の破損がなく、該鉗子チ
ャンネル出口から穿刺針を所望の角度で突出させることができる超音波内視鏡の挿入部先
端構造を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明を適用した超音波内視鏡の全体構成を示す平面図である。
【図２】図１に示す超音波内視鏡の挿入部先端を拡大して示す斜視図である。
【図３】同超音波内視鏡の挿入部先端を示す分解斜視図である。
【図４】鉗子チャンネルの出口側端部を構成する金属ブロックを単体で示す斜視図である
。
【図５】同超音波内視鏡の挿入部先端構造を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。図１は、本発明を適用した超音波
内視鏡の全体構成を示している。本実施形態の超音波内視鏡は、気管や肺の内部を観察す
る気管支内視鏡であって、患者の体内に挿入されるφ７ｍｍ程度の細径の挿入部１と、こ
の挿入部１の基部に接続された操作部２と、操作部２から延出するユニバーサルチューブ
３の先端に設けたビデオコネクタ４と、ビデオコネクタ４から分岐させた分岐ケーブル５
の先端に設けた超音波信号コネクタ６とを備えている。
【００１７】
　挿入部１は、前方から順に（患者の体内に挿入される順に）、超音波走査ブロック１１
０と光学観察部ブロック１２０（図２、図３）を含む先端部１０と、操作部２からの遠隔
操作により屈曲する湾曲部１１と、可撓性を有する可撓管１２とを有している。湾曲部１
１の外周は被覆ゴム１３で覆われており、可撓管１２の外周は可撓性のある合成樹脂材料
からなる外皮で覆われている。
【００１８】
　操作部２には、湾曲部１１を屈曲操作する操作レバー２１や先端部１０から吸引する吸
引ボタン２２などの操作部材のほか、処置具挿入突起２３が設けられている。処置具挿入
突起２３は、操作部２と挿入部１の内部に形成された鉗子チャンネル３０（図５）の入口
側端部に通じている。
【００１９】
　ユニバーサルチューブ３には、図示していないが、照明光を先端部１０に伝えるライト
ガイドファイバと、先端部１０の光学観察部ブロック１２０で得られた光学像の電子デー
タを伝達する信号ケーブルと、先端部１０の超音波走査ブロック１１０との間で信号授受
を行うための超音波信号ケーブル１１４（図５）とが含まれている。ビデオコネクタ４は
図示していないビデオプロセッサ（光源を含む）に接続可能で、超音波信号コネクタ６は
図示していない超音波観測装置に接続可能である。分岐ケーブル５には、超音波信号ケー
ブル１１４のみが含まれる。
【００２０】
　図２ないし図５は、挿入部１の先端部１０を拡大して示している。図２（Ａ）は先端部
１０の後方部分（湾曲部１１側）が被覆ゴム１３で覆われた状態、図２（Ｂ）は被覆ゴム
１３を外した状態である。図３は先端部１０を一部分解して示す分解斜視図、図４は金属
ブロック１３０を単体で示す斜視図である。図５は、先端部１０の断面構造を示す断面図
である。
【００２１】
　先端部１０は、観察部位の超音波断層像を得る超音波プローブ１１１を備えた超音波走
査部ブロック１１０と、観察部位の光学像を得る観察窓（対物レンズ）１２１と照明窓（
照明レンズ）１２２を備えた光学観察部ブロック１２０と、操作部２と挿入部１の内部に
形成された鉗子チャンネル３０（図５）の先端部（出口側端部）を構成する金属ブロック
１３０とを有している。
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【００２２】
　超音波走査部ブロック１１０と光学観察部ブロック１２０は、超音波走査部ブロック１
１０側の回転止め突部と光学観察部ブロック１２０側のスリット状凹部による回転規制係
合部を介して、相対的に回転できない状態に連結されている。超音波プローブ１１１に接
続された超音波信号ケーブル１１４は、超音波走査部ブロック１１０の後方に突出形成さ
れた筒状突出部の中に挿通され、この筒状突出部と一体に、光学観察部ブロック１２０に
貫通形成された連結用貫通孔へ嵌挿されて、先端部１０の後方へ延出される。
【００２３】
　光学観察部ブロック１２０は、その軸線方向に延びる略円筒状をなし、超音波走査部ブ
ロック１１０と連結する前端面側に、軸線に対して傾斜させた傾斜面１２０Ａを有してい
る。観察窓１２１と照明窓１２２は、この傾斜面１２０Ａに形成されている。観察窓１２
１の後方には、例えばＣＣＤなどの固体撮像素子が配置されており、観察窓１２１により
形成された光学像は、固体撮像素子で電子画像化されて該固体撮像素子に接続された信号
ケーブルによりビデオプロセッサへ伝達され、ビデオプロセッサのモニタ上で観察できる
。照明窓１２２には、挿入部１、操作部２、ユニバーサルチューブ３、ビデオコネクタ４
及びビデオプロセッサ内に挿通したライトガイドファイバの前端が接続されていて、ビデ
オプロセッサ内の光源装置から発せられた光が該ライトガイドファイバを通って照明窓１
２２から外部へ照射される。光学観察部ブロック１２０は、樹脂材料により成形されてい
る。
【００２４】
　樹脂製の光学観察部ブロック１２０には、図３に明らかなように、径方向（挿入部１の
軸線を通る平面方向）に開放された径方向開放凹部１２３が形成されている。この径方向
開放凹部１２３の前端部は、傾斜面１２０Ａの端部に交差し（臨み）、後端部は開放され
ている。
【００２５】
　金属ブロック１３０は、この径方向開放凹部１２３に径方向から挿入され固定されるも
ので、チャンネル出口開口１３２を形成した本体部１３１Ａと、この本体部１３１Ａに接
続固定された筒状連結体１３１Ｂとを有している。
【００２６】
　本体部１３１Ａは、周面に開口させたチャンネル出口開口１３２と、鉗子チャンネル３
０に挿通した処置具をこのチャンネル出口開口１３２から突出させるための曲折ガイド通
路１３３とを有している。曲折ガイド通路１３３は、図５に示されるように、挿入部１内
で直線状に延びる鉗子チャンネル３０に対し、図５の上方に向かって所定の角度で曲折し
ていて、チャンネル出口開口１３２から突出させた処置具の立ち上がり角度が常に一定と
なるように規定してある。
【００２７】
　筒状連結体１３１Ｂは、本体部１３１Ａの曲折ガイド通路１３３に同軸に挿入固定され
る内側筒状部１３７ａと、鉗子チャンネル３０の外周に嵌合する外側筒状部１３７ｂとを
有する一連の直線状接続筒部材であり、内側筒状部１３７ａは本体部１３１Ａに嵌合され
接着固定される。一方、外側筒状部１３７ｂは、鉗子チャンネル３０の前端部外周に嵌合
されて接着固定される（図５）。
【００２８】
　本体部１３１Ａ及び筒状連結体１３１Ｂは、光学観察部ブロック１２０よりも硬質の金
属材料、例えばステンレス鋼からなるものであって、鉗子チャンネル３０の出口からチャ
ンネル出口開口１３２に至る迄のチャンネル（通路）は、その全周が金属材料で構成され
ることとなる。
【００２９】
　金属ブロック１３０の本体部１３１Ａの外周形状は断面Ｕ字状をなし、光学観察部ブロ
ック１２０の径方向開放凹部１２３の凹部形状は、この本体部１３１Ａを可及的に隙間が
なくかつ相対回転が生じることがないように定められている。本体部１３１Ａの前端部に



(6) JP 2011-55853 A 2011.3.24

10

20

30

40

50

は、この嵌合状態で、光学観察部ブロック１２０の傾斜面１２０Ａと面一となる傾斜面１
３０Ａが形成されている。このように、金属ブロック１３０の本体部１３１Ａ先端に、光
学観察部ブロック１２０の傾斜面１２０Ａと面一となる傾斜面１３０Ａを形成すると、金
属ブロック１３０（本体部１３１Ａ）の長さを短くして小型化を図ることができる。加え
て、金属ブロック１３０の本体部１３１Ａには、チャンネル出口開口１３２より後方に位
置させて、前後（挿入部１の延長方向）に離間した一対の係合突部（係合翼）１３４ａ、
１３４ｂが左右方向（挿入部１の延長方向と直交する方向）に突出形成されている。光学
観察部ブロック１２０には、係合突部１３４ａが嵌合する嵌合凹部１２４ａ（図３）と、
係合突部１３４ｂが係合する係止面１２４ｂ（同図３）が形成されており、これらが係合
することで、金属ブロック１３０の光学観察部ブロック１２０に対する軸方向位置が規定
され、かつ回転が防止される（図２（Ｂ））。さらに、本体部１３１Ａには、係合突部１
３４ａの後方に位置させて湾曲部１１を屈曲動作させる湾曲ワイヤー２４を保持するガイ
ド溝１３５が形成されており、先端部１０の最小化が図られている。
【００３０】
　以上の光学観察部ブロック１２０と金属ブロック１３０は、径方向開放凹部１２３に金
属ブロック１３０を嵌め、一対の係合突部１３４ａ、１３４ｂを嵌合凹部１２４ａと係止
面１２４ｂに係合させて位置決めした後、光学観察部ブロック１２０側のねじ挿入穴１２
６と金属ブロック１３０側のねじ挿入穴１３６（図３、図４）に挿入した固定ねじにより
、湾曲部１１の前端に固定される。この固定状態において、金属ブロック１３０の本体部
１３１Ａの係止翼１３４ａより後方部分は、被覆ゴム１３によって覆われ、露見しない（
図２（Ａ））。
【００３１】
　以上の超音波内視鏡は、以下のように使用する。先ず、ビデオコネクタ４をビデオプロ
セッサ（図示略）に接続し、超音波信号コネクタ６を超音波観測装置（図示略）に接続し
た状態で、挿入部１を患者の体内に挿入する。すると、挿入部１の先端部１０に設けた観
察窓１２１の前方位置にある現在の観察部位の光学像が電子画像化されてビデオプロセッ
サのモニタ上に表示されるので、モニタ画像を観察しながら挿入部１を進めていく。そし
て、挿入部１の先端部１０が所望の観察部位に到達したら、超音波信号コネクタ６に接続
された超音波観測装置（図示略）を操作して、超音波プローブ１１１の表面から観察部位
に向けて超音波を発信する。超音波プローブ１１１から発せられた超音波は観察部位で反
射され、この反射された超音波を超音波プローブ１１１が受信して観察部位の超音波断層
像を得る。超音波プローブ１１１による超音波断層像は、超音波信号ケーブル１１４を介
して超音波観測装置に伝達され、超音波観測装置で電気的に処理された上でモニタ上に表
示される。
【００３２】
　上記超音波検査では、操作部２に設けた処置具挿入突起２３から鉗子チャンネル３０に
挿入した処置具を、挿入部１の先端部１０に設けたチャンネル出口開口１３２から突出さ
せて、観察部位の処置を行うことができる。処置具としては、例えば、穿刺針４０が用い
られる。穿刺針４０は、金属製であっても樹脂製であってもよい。
【００３３】
　穿刺針４０を処置具挿入突起２３から操作部２内の鉗子チャンネル３０に挿入すると、
穿刺針４０の鋭利な先端部が鉗子チャンネル３０を通って金属ブロック１３０の筒状連結
体１３１Ｂに進入し、さらに本体部１３１Ａの曲折ガイド通路１３３を通ることによって
チャンネル出口開口１３２へ向けられ、チャンネル出口開口１３２から傾斜面１２０Ａの
前方へ突出する。この挿通時、特に穿刺針４０が曲折ガイド通路１３３でチャンネル出口
開口１３２の方向へ曲げられるときに、穿刺針４０の先端部が曲折ガイド通路１３３の内
壁に突き当たることがあるが、該曲折ガイド通路１３３は金属ブロック１３０に形成され
ているので、穿刺針４０によって曲折ガイド通路１３３が削られることはない。より具体
的に、鉗子チャンネル３０の出口は、金属製の筒状連結体１３１Ｂに連なり、筒状連結体
１３１Ｂは、同じく金属製の本体部１３１Ａの曲折ガイド通路１３３に連なっているので
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、これら通路が穿刺針４０の挿脱によるダメージを受けることがなく、チャンネル出口開
口１３２から突出させた穿刺針４０を所定の立ち上がり角度で安定に保持できる。
【００３４】
　以上のように本実施形態によれば、樹脂製の光学観察部ブロック１２０とは別に、チャ
ンネル出口側端部を構成する金属ブロック１３０を設けたので、処置具として穿刺針４０
を用いる場合でも、穿刺針４０の挿脱によってチャンネル出口開口付近が削られることは
なく、穿刺針４０を所望の立ち上がり角度でチャンネル出口開口から突出させることがで
きる。
【００３５】
　以上の実施形態では、金属ブロック１３０を本体部１３１Ａと筒状連結体１３１Ｂの２
部材から構成して結合したが、１部材から構成することも可能である。
【符号の説明】
【００３６】
　　　１　　挿入部
　　　２　　操作部
　　　３　　ユニバーサルチューブ
　　　４　　ビデオコネクタ
　　　５　　分岐ケーブル
　　　６　　超音波信号コネクタ
　　１０　　先端部
　　１１　　湾曲部
　　１２　　可撓管
　　１３　　被覆ゴム
　　２１　　操作レバー
　　２２　　送気送水ボタン
　　２３　　処置具挿通突起
　　３０　　鉗子チャンネル
　　４０　　穿刺針
　１１０　　超音波走査部ブロック
　１１１　　超音波プローブ
　１２０　　光学観察部ブロック
　１２０Ａ　傾斜面
　１２１　　観察窓
　１２２　　照明窓
　１２３　　径方向開放凹部
　１２４ａ　嵌合凹部
　１２４ｂ　係止面
　１３０　　金属ブロック
　１３０Ａ　傾斜面
　１３１Ａ　本体部
　１３１Ｂ　筒状連結体
　１３２　チャンネル出口開口
　１３３　曲折ガイド通路
　１３４ａ　１３４ｂ　係合突部
　１３５　ガイド溝
　１３６　穴
　１３７　連結部
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